
子ども虐待防止及び、女性に対する暴力をなくす運動
厚生労働省は、毎年 11 月を「児童虐待防止推進月間」

と定め、様々な広報・啓発活動を行っております。

また、11 月 25 日は「女性に対する暴力撤廃国際日」で、

内閣府は、11 月 12 日～ 25 日までの 2 週間を「女性に

対する暴力をなくす運動」実施期間としております。

暴力は犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であり、決

して許されるものではありません。暴力の「未然防止」「拡

大防止」に向けた意識を高め、一人ひとりが子ども虐待

やＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）について正し

く理解する良い機会となることを願っています。

定期修繕工事に伴い、1 炉運転となることから直接持込されるごみの量を 1 日 100 ㎏以内とさせて頂

いております。利用される市民の皆さまにはご不便をお掛けしますが、ご理解の程よろしくお願いい

たします。

石垣市クリーンセンター　持込の制限について

【問合せ】　市役所環境課　☎ 0980-82-1285

【市内イベント】

　◎広報啓発パネル展

　◎街頭チラシ配布・オレンジリボン・パープルリボン

　　の配布

　◎ミニシアター「旅のはじまり」11 月 20 日（日）

　　※詳細はホームページ等でお知らせいたします。

【問合せ】市役所こども家庭課　☎ 0980-87-0771

石垣島を巡るデジタル体験バスツアー
シニアの皆さまを対象として、島内観光名所を巡りながら、

スマホの利便性や必要性を体感できる複合型ツアーを開催

します。募集要件は次のとおりです。

【申込み・問合せ】　市役所 DX 課　☎ 0980-83-1672

【募集人数】　25 名　(お友達やご夫婦で参加可能 )

　※応募多数の場合、事務局での抽選となります。

　締め切り　11 月 10 日

【日　　程】

　11 月 16 日　事前説明会（市役所）　14 時～ 16 時

　11 月 17 日　ツアー当日　9時～ 15 時市役所発着

　　　　　　　(バンナ公園⇒川平湾⇒やいま村 )

【参 加 費】　無料

　※昼食は、やいま村にて「おもと」御膳を準備し

　　ております。

【募集要件】

下記の①～④の全てに該当する方

　①石垣島内にお住まいの「シニア層」のみなさま

　②沖縄県と石垣市の調査事業の一環のため、アン

　　ケート調査にご協力頂ける方

　③スマホ未体験、または経験年数が浅い方

　④事前説明会・ツアー当日の両日ともに参加が可

　　能な方

石垣市省エネ家電製品買換え促進補助金
◆主な条件 

 (1)令和4年7月15日から令和5年2月28日までに、石垣市内に

　 所在する店舗・事業所から、新品(未使用品)の補助対象

　 省エネ家電を合計5万円（税込）以上購入した方

     ※1世帯あたり1回限り

     ※設置工事、古い家電の処分費等その他の経費は対象外

 (2)補助金の申請日において、石垣市に住民登録がある方

 (3)納期到来している市税等を完納している方

 (4)自ら住居する市内の住宅に設置する方

 (5)古い家電を省エネ家電に買換えし､かつ、古い家電を指 

    定引取場所にて廃棄する方

◆対象家電 

  省エネルギー基準達成率 100% 以上の省エネ家電製品

　・冷蔵庫 ・エアコン ・テレビ ・LED 照明器具

◆受付期間

　令和 5年 2月 28 日（火）まで

　　（平日 9時～ 12 時、13 時～ 16 時半）　

　 ※申込みが予算枠に達した時点で受付終了します。

   ※同日の申し込みで予算枠を上回る複数の申込書

   　を受けた場合は、抽選で交付決定します。

   ※申請書等の入手は窓口またはホームページで。

緑色のマークが目印

省エネルギー

基準達成率 100％以上
【問合せ】市役所環境課　☎ 0980-82-1285
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